
平成16（2004）年 医療施設（動態）調査・病院報告概況要旨  

1無床診療所は増加、有床診療所は減少 わ5，6，30参照）  

病院は9，077施設で、前年に比べ45施設わ．鍋）減少した。   

一般診療所は97，051施設で、前年に比べ1，001施設（1．鵬）増加し、昭和63年以降増加を続けている。そのう  

ち有床一般診療所は14，765施設（一般診療所の15．郵）であり、有床一般診療所は年々減少している一方、無床一般  

診療所は増加している。   

歯科診療所は66，557施設で、前年に比べ729施設（1．1％）増加している。  

施設数の年次推移  病院の施設数の年次推移  

各年10月1日現在  各年10月1日現在  

万施設  
1D  

9  

8  

丁  

¢  

5  

4  

3  

2  

1  

0   

82．286   10000  

66．55丁  8000  

6000  

〈
U
 
O
 
 
 
 
 
 
▲
U
 
的
 
 
 
0
0
 
 

ヰ
 
 
 
 
 
 
2
 
 

1984    ■87  

昭和59年  62   

●90  ■93  ’96  

平成2    5  8  

■99     2002 ’04  
11  1ヰ  16  

柑84     ■87  ’90  

昭和朗年   62    平成2  

’93  ’96  

5  8  

■99     2002  ’Dヰ  

11  14   18  

2 病院の「精神病床」、「療養病床」は増加 b13，14，卸参照）  

病院の病床数は1，631，553床で、前年に比べ588床（0．0亜）減少した。「療養病床」は349，450床で、前年   

に比べ7，107床（2．蟻）増加した。   

一般診療所の病床数は181，001床で、前年に比べ6，893床（3．珊）減少し7㌔  

病床の種類別にみた病床数  

各年10月1日現在  

病床数  対前年  

平成16年  平成15年  

（2004）  （2003）   
増減数   増減率   

床   床   床   ％  

病院  1 631 553 1 632 141 △  588   △ 0．0   

（再掲）精神病床   354927   354448   479   0．1   

（再掲）療養病床   349450   342 343   7107   2．1   

（再掲）一般病床   912193   919070   △ 6877   △ 0．7   

一般診療所   181001   187894   △ 6893   △ 3．7   

（再掲）療養病床   24373   24 840   △  467   △ 1．9   
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3 「小児科」、「産婦人科」を標ぼうする一般病院は減少 blO，11，35参照）  

「小児科」を標ぼうする一般病院は、3231施設（一般病院の亜1亜）で、「産婦人科」を標ぼうする一般病院は、  

1，亜9施設（「般病院の18．劇）となっており、それぞれ減少傾向である。  

小児科、産婦人科、産科を標ぼうする一般病院数の年次推移  
各年10月1日現在  

小児科  

元年 2   4   6  
平成  

8   10   12   14   16  

4 病院の1日平均在院患者数は減少、精神病院の1日平均外来患者数は増加b19，20，42参照）   

1日平均在院患者数は1，3鈍8亜人で前年に比べ0．3％減少、1日平均外来患者数は1，007，849人で、前年に比べ   

3．2％減少している。このうち精神病院の1日平均外来患者数は49，072人で、前牢に比べ3．8％増加している。  

病院の種類別にみた1日平均在院・外来患者数  
各年間  

平成16年  平成15年  対前年  

（2004）  （2003）  増減数   増減率   

人   人   人   ％  

1日平均在院患者数  1384 846   1388 723   △ 3 87了   △ 0．3   

（再掲）精 神 病 院   243 853   245 925   △ 2 072   △ 0．8   

（再掲）一 般 病 院   1140 901   1142 697   △1796   △ 0．2   

1日平均外来患者数   1607 849   1 661 369 △ 53 520   △ 3．2   

（再掲）精 神 病 院   49 072   47 255   1817   3．8   

（再掲）一 般 病 院   1558 767   t 614 110 △ 55 343   △ 3．4   

5 病院の平均在院日数は引き続き短縮b22～24，43参照）  

平均在院日数は36．3日で前年に比べ0．1日短くなっており、「精神病床」では338．0日、「一般病床」では   

20．2日で、前年に比べそれぞれ10．7日、0．5日短くなっている。   

病床利用率は84．9％で前年と同率である。  

病床の種類別にみた平均在院日数及び病床利用率  
各年間  

平均在院日数  病床利用率  

平成16年  平成15年  対前年  平成16年  平成15年  対前年  
（2004）   （2003）   増減数   （2004）   （2003）   増 減   

日   日   日   ％   ％   

総  数  36．3   36．4   △ 0．1   84．9   84．9   0．0  

（再掲）精 神 病 床   338．0   348．7  △10．了   92．3   92．9   △ 0．6   

（再掲）療 養 病 床   172．6   172．3   0．3   93．5   93．4   0．1   

（再掲）一 般 病 床   20．2   20．7   △ 0．5   了9．4   79．7   △ 0．3   

注：1）l平成15年の療養病床とは、療養病床及び経過的旧療養型病床群である。  
2）平成15年の一般病床とは、一般病床及び経過的旧その他の病床（経過的旧療養型病床群を除く。）である。  
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（参考）  

平成16年医療施設（動態）調査・病院報告の概要  

1医療施設調査  

（1）調査の目的  

全国の医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政  

の基礎資料を得る。  

（2）調査の種類、期間及び期日  

医療施設動態調査は静態調査の結果に医療施設の開設、廃止等の状況を順次加減し、医療施設の状況を把瞑す  

るものであり、平成15年10月1日から1年間の調査である。  

（3）調査の対象  

動態調査は医療法に基づき開設、廃止等のあった医療施喜監  

（4）調査事項  

施設名、施設の所在地、開設者、許可病床数、その他関連する事項  

2 病院報告  

（1）報告の目的  

全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び従事者の状況を把握し、医療行政の基礎資  

料を得る。  

（2）報告の種類、期間及び期日  

患者票 （毎月報告）  平成16年1月1日～12月31日  

従事者票 （病院のみ 年1回報告） 平成16年10月1日現在  

（3）報告の対象  

全国の榔完、療養病床を有する診療所  

（4）報告の事項  

患者票  森院患者数、新入院患者数、退院患者数、外来患者数等  

従事者票 医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の数  
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Ⅰ医療施設調査   

1施設数  

（4）診療科目別にみた施設数  

（5）療養向末を有する施設数  

（1）施設の種類別にみた施設数  

（2）開設者別にみた施設数  

（3）病床の競転斬りにみた施設数  

2 病床数  

（5）都道府県別にみた病院の人口10万対病床数  

（6）療差病床数  

（7）都道府県別にみた65歳以上人口10万対療養病床数  

（1）病床の解りにみた病床数  

（2）1施設当たり病床数の年次推移  

（3）開設者別にみた病床数  

（4）病床規模の変更状況  

Ⅱ 病院報告  

1病院の患者数  

（1）1日平均患者数の年次推移  （4）都道府県別にみた病院の人口10万対1日平均在院患者数  

（2）1日平明院・新入院・i邸完患者数  （5）都道府県別にみた病院の人口10万対1日平均外来患者数  

（3）1日平均外来患者数  

2 病床利用率  

3 平均在院日数  

（1）病床の種類別にみた平均在院日数の年次推移 （3）平均在院日数別にみた施設数の構成害恰  

（2）病床の種類別にみた平均在院日数  （4）都道府県別にみた平均相院日数  

4 痢鞄こおける従事者  

（1）病院における職観鋤こみた従事者数  

（2）嘲完における職種別にみた100床当たり従事者数  

（3）病院における100床当たり従事者数の年次推移  

平成16年医療施設（動態）調査・病院報告の結果は、厚生労働省のホームページにも掲載されています。  

厚生労働省ホームページ（恒t  〕：∴′／′附鞘．11止11w．  



調査の概要   

1医療施設調査   

（1）調査の目的  

この調査は、全国の医療施設（医療法（昭和23年法律第205号）に定める病院・診療所）の分布及び整備  

の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とす  

る。   

（2）調査の沿革  

この調査は、昭和23年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和28年に統計法（昭  

和22年法律第18号）に基づき医療施設調査規則（昭和28年厚生省令第25号）を定め、指定統計（第65号）  

となった。  

日研口47年までは毎年調査していたが、郎拝口48年に医療施設調査規則の改正を行い、全医療施設の詳細な  

実態を把握することを目的とした「医療施設静態調査」（以下「静態調査」という。）を昭和50年から3年  

ごとに実施するとともに、医療施設から提出される開設・廃止等の申請・届出に基づき「医療施設動態調査」  

（以下「動態調査」という。）を毎月実施することとし、現在に至っている。  

なお、日折口56年までは12月末現在で調査していたが、昭和59年からは10月1日現在で調査している。  

（3）調査の種類、期間及び期日  

動態調査は、静態調査の結果に医療施設の開設、廃止等の状況を順次力［滅し、医療施設の状況を把握する  

ものであり、平戒15年10月1日から1年間の調査である。  

（4）調査の対象  

動態調査は、開設・廃止等のあった医療施設）  

医療施設には、往診のみの診療所、沖縄県における介輔診療所を含むが、助産所、介護老人保健施設、保  

健所は除く。  

（5）調査の事項  

施設名、施設の所在地、開設者、許可病床数、その他関連する事項   

（6）調査の方法及び系統  

動態調査は、開設・廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健所を設置する市・特別区の長  

が動態調査票を作成し、厚生労働大臣に提出する。  

厚生労働省  病院・診療所  

」 保健所設置市・特別区・…………………・・・ 診療所  

（7）結果の集計  

厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。  

2 病院報告  

（1）報告の目的  

全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び従事者の状況を把握し、医療行政の基  

礎資料を得ることを目的とする。   

（2）報告の沿革  

この報告の前身は、昭和20年10月に発足した「病院週報」であるが、昭和23年6月に週報から月報に改  

めるとともに、同年11月に医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）を定めて報告の根拠を明確にし、  

昭和24年より医療法に基づく報告とした。  
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昭和29年には医療法施行末娘りの改正により名称を「病院報告」に改め、統計報告調整法（昭和27年法律   

第148号）に基づく承認統計調査とし、更に昭和48年からは従事者票を追加し、平成10年からは療養型病   

床群（現「療養病床」）を有する診療所からも報告を求めることとしている。  

なお、平成13年3月から報告の根拠は医療法施行令（日新ロ23年齢第326号）となった   

（3）報告の種類、期間及び期日  

患者票 （毎月報告）  平成16年1月1日～12月31日  

従事者票（病院のみ 年1回報告） 平成16年10月1日現在   

（4）報告の対象  

全国の病院、療養病床を有する診療所   

（5）報告の事項  

患者票  在院患者数、新入院患者数、i邸完患者数、外来患者数等  

従事者票   医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の数   

（6）報告の方法及び系統  

患者票  病院及び療養病床を有する診療所の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出する。  

従事者票  病院の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出する。  

厚生労働省  病院・診療所  

保健所設置市・特別区  

（7）結果の集計  

厚生労働省大臣官房統計「青幸賠特において行った。  

3 利用上の注意   

（1）表章記号の規約   

計数のない場合  

計数不明又は計数を表草することが不適当な場合  

統計項目があり得ない場合  

比率等でまるめた結果が表草すべき最下位の桁が1に達しない場合  0．0  

減少数又は減少率を意味する場合  △  

（2）平成13年3月の「医療法等の一部を改正する法律」の施行により、「その他の病床」（療養型病床群を含む。）   

は「療養病床」及び「一般病床」に区分され、経過措置期間満了後の平成15年9月から病床の種別は「精神   

病床」、「感染症病床」、「結核病床」、「療養病床」及び「一般病床」に改められた，   

（3）結果の概要に掲載の数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。   

（4）結果の概要で人口10万対比率算出のために用いた人口は、総務省統計局発表「平成16年10月1日現在総務   

省推計人口（総人口）」である。なお、14大都市及び中核市については、東京都、各指定都市及び各中核市   

が推計した平成16年10月1日現在の総人口である。  
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4 用語の説明   

（1）医療施設の種類   

病院  

医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有する  

もの   

一般診療所  

医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所（歯科医業のみは除く。）であって、患者の入   

院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するもの   

歯科診療所  

歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の   

入院施設を有するもの   

（2）病院の種類   

精神病院 精神病床のみを有する病院   

結核療養所 結核病床のみを有する病院   

一般病院 上記以外の病院（平成10年までは伝染病院も除く）  

地域医療支援病院  

他医療機関から紹介された患者に医療を提供し、また、他医療機関の医師等医療従事者が診療、   

研究又は研修を行う体制並びに救急医療を提供し得る病院として知事が承認した病院（医療法第  

4条）  

（3）病床の種類   

精神病床   

感染症病床  

精神疾患を有する者を入院させるための病床  

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成10年法律  

114号）に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるた  

めの病床  

結核の患者を入院させるための病床  

病院の病床（精神病床、感染症病床、結核病床を除く。）又は一般診療所の病床のう  

ち主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床  

精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床  

旧医療法第7条第2項に規定する「その他の病床」であって、「医療法等の一部を  

改正する法律」の施行後、療養病床又は一般病床のいずれかに移行する届出をして  

いない病床（平成15年8月までの経過措置）   

床
床
 
 

病
病
 
 

核
養
 
 

結
療
 
 

一 般病床  

経過的旧その他の鮎  

経過的旧療養蛸床群 「経過的旧その他の病床」のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者が  

入院する一群の病床（平成15年8月までの経過措置）   

（4）開設者   

国   

厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、   

その他（国の機関） ＊独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構は、各々   

の法律により医療法の適用については国とみなされている。   

公的医療機関   

都道府県、市町村、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会   

社会保険関係団体   

全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保険組合及びその連合会、共済   

組合及びその連合会、国民健康保険組合   

医療法人   

個人  

－3－   



その他   

公益法人、学校法人、社会福祉法人及び上記以外の法人  

（5）在院患者   

24時現在、病院の全病床及び診療所の療養病床に在院している患者をいう。  

（6）新入院患者、退院患者   

新たに入院した患者、退院した患者をいい、入院してその日のうちに退院した患者も含む。  

（7）外来患者   

新来、再来、往診及び巡回診療患者の区別なく、すべてを合計したものをいい、同一患者が2  
つ以上の診療科で診療を受け、それぞれの科で診療録が作成された場合は、それぞれの診療科の  
外来患者として取扱う。  

（8）1日平均在院患者数   

年間在院患者延数   

※平成16年は366日  
当該年の年間日数髭  

（9）1日平均外来患者数   

年閣外来患者延数   

※平成16年は366日  
当該年の年間日数髪  

（10）病床利用率  

年間在院患者延数   
×100  

（月間日数 × 月末病床数）の1月～12月の合計  

（11）平均在院日数  

年間在院患者延数   

1／2×（年間新入院患者数＋年間退院患者数）  

ただし、療養病床については、次式による。  

年間在院患者延数  

年間新入随者数＋年間＋年間逓患者数＋年間  1／2 ×  

（12）従事者   

10月1日24時現在に在籍する者をいい、有する免許の種類等により計上している。   

（13）常勤換算   

非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務時間を、当該医療施設の通常の1週間の   

勤務時間で除した数である。  

非常勤者の1週間の勤務時間  

常勤換算＝  
医療施設で定めている1週間の勤務時間  

－4－   




































































































